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学校における携帯電話の取扱い等について（通知） 

 

 

 学校における携帯電話の取扱いについては，これまでも「児童生徒が利用

する携帯電話等をめぐる問題への取組みの徹底について（通知）」（平成２

０年８月１８日付）により，各学校において指導方針を明確化し，教職員及

び保護者間で共通理解を図るなど，指導の一層の充実をお願いしてきたとこ

ろです。 

続いてこのたび，文部科学省から，平成２１年１月３０日付けで，別紙（写）

のとおり，学校の取組みの基本とすべき事項について通知がありました。 

 ついては，各学校における携帯電話の取扱いに係る指導方針の検証・見直

しを行うとともに，情報モラル教育を充実させるなど，更なる取組みの充実

を図ってください。 

 なお，本県では，市町教育長会代表，小中高等学校ＰＴＡ団体及び校長会

代表で構成する「携帯電話等に係る啓発活動推進会議」において，携帯電話

の取扱いに関する具体的な取組みや啓発の在り方について協議を進めている

ところです。この会議の協議内容については，別途お知らせしますので，参

考にしてください。 
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